
令和 5 年 6 月 29 日

　夕　張　市　農　業　委　員　会

　第　23　回　総　会　議　事　録

市役所　５階委員会室



１．開催時間 14 時 00 分から 14 時 35 分

２．出席委員（農業委員、農地利用最適化推進委員）

(農業委員) （農地利用最適化推進委員）

出欠 出欠

出 出

出 出

出 出

出 欠

出 出

出

合計出席者数 6 名

３．議事録署名委員 、

４．事務局出席者

事務局長 地域振興課

主事 地域振興課　 朝日　敏光

書記

５．議事

報告第３号　　農地の賃借料情報の提供について

その他　　　　令和５年田畑売買価格等に関する調査について　

【総会議事録】

局長

会長 （挨拶）

議長

平井　薫中川　雅俊

推進委員④清野　治彦

委　　員 ⑥豊田　英幸

板谷委員 清野委員

会長 後藤　敏一 推進委員 宇野　裕治

会長代理 ①前田　尚輝 推進委員 高木　貢

委　　員 ③板谷　忠弘

推進委員

職名 氏　名 職名 氏　名

推進委員 政氏　登治

委　　員 ②工藤　政則

村越　裕一

山崎　雅美

委　　員

後藤　千尋

渡邉　愁斗

夕張市農業委員会23回総会の開会に先立ちまして、会長からご挨拶をお願いいたします。

只今から、夕張市農業委員会第23回総会を開催いたします。

本日の出席委員は、６名全員出席で農業委員会法27条第3項の規定に基づき、本総会が成

立していることを報告いたします。議事録署名委員は3番板谷委員、4番清野委員にお願い

いたします。

議案第１号　　夕張市農業経営基盤強化促進基本構想の見直しについて

報告第１号　　農地法第3条の3の規定による届出書について

報告第２号　　農地所有適格法人報告書について



議長

局長

議長

書記

議長

書記

２項をご覧ください。議案第１号、夕張市農業経営基盤強化促進基本構想の見直しについ

て、夕張市長より「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を見直したいとの

申越しがありましたので、本会での意見を求めるものでございます。３項をご覧くださ

い。基本構想の概要表になります。また別冊にて新旧対照表をお配りしております。基本

構想について簡単にご説明いたしますと「農業経営基盤の強化促進に関する事項」などが

記載された計画のようなものです。北海道が策定する基本方針があり、それに準じて市町

村が策定するのが基本構想になります。今回は法改正に伴い、北海道の基本方針が変更さ

れたので、基本構想も変更を行うこととなりました。変更点としましては、４に記載のあ

るとおりです。農業を担う者の確保や育成の考え方、主体的に行う取組、関係機関との連

携などの事項を追加し、利用権設定等促進事業については削除されております。また、１

～３の認定農業者や認定新規就農者の審査などに使用する「目標の年間農業所得や労働時

間」、「営農類型」については変更しておりません。説明は以上になります。ご審議いた

だきますよう、お願いいたします。

４項をご覧ください。報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出書について、農地

法第３条の３の規定により届出がありましたので、次の通り報告するものでございます。

相続の報告が３件ございます。５項をご覧ください。権利を取得した者が●●●の●●●

●●さんで旧所有者は●●●●さんです。土地の所在地は●●●●●●番●●、登記簿は

畑、現況は農地以外、面積は●●●㎡となっております。権利を取得した日が令和●年●

●月●●日で、事由は相続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作で

す。農業委員会によるあっせん等の希望は無です。所在地につきましては６頁の図面でご

確認をお願いいたします。

7頁をご覧ください。権利を取得した者が●●●の●●●●さんで旧所有者は●●●●●

さんです。土地の所在地は●●●●●●●●●●●●、登記簿・現況はともに畑、面積は

●，●●●㎡となっております。権利を取得した日が令和●年●●月●●日で、事由は相

続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作です。農業委員会によるあっ

せん等の希望は無です。所在地につきましては８頁の図面でご確認をお願いいたします。

９頁をご覧ください。権利を取得した者が●●●の●●●●さんで旧所有者は●●●●さ

んです。土地の所在地は●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●、登記簿・現況はともに畑、面積は●，●●●㎡、●，●●●㎡、●●，●●●

㎡、３筆合計●●，●●●㎡となっております。権利を取得した日が令和●年●●月●●

日で、事由は相続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作です。農業委

員会によるあっせん等の希望は無です。所在地につきましては１０頁の図面でご確認をお

願いいたします。説明は以上となります。

ただいま議案第１号の説明がありましたが何かございますか、なければこの件については

可決といたします。次に報告第１号農地法第３条の３の規定による届出書について上程い

たします。それでは、説明をお願いします。

行政行事報告について、事務局より報告をお願いします。

（報告）

何かございますか、なければ、議案第１号　夕張市農業経営基盤強化促進基本構想の見直

しについて説明願います。



議長

主事

議長

主事

議長 ただいま報告第３号の説明がありましましたが皆さんからは何かありますか。

市内全域で昨年１６，０００円を見たことがあるが、最高額はあっているだろうか。

あくまで基準内の最高額と最低額になります。使用貸借のみで金額が低いものなどを

除外するため、全ての貸借の平均値の最高額が１.７倍、最低額は０.３倍で設定をして

おります。そのため、その基準値内の最高額と最低額を算出しております。

１６頁をご覧ください。農地の賃借料情報の提供について、農地法第５２条に基づく農地

の賃借料情報を取りまとめたので、次のとおり報告いたします。１７頁の別紙をご覧くだ

さい。夕張市賃借料情報として令和４年４月から令和５年３月における賃借料水準をまと

めた資料になりますが、市内全域の畑の平均値が10,900円、最高額が15,000円、最低額が

3,800円。田については、平均値が10,500円、最高額が13,000円、最低額が8,000円となっ

ております。この賃借料情報は各関係機関より照会があった場合公表される情報となりま

すのでご承知ください。説明は以上です。

４項をご覧ください。報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出書について、農地

法第３条の３の規定により届出がありましたので、次の通り報告するものでございます。

相続の報告が３件ございます。５項をご覧ください。権利を取得した者が●●●の●●●

●●さんで旧所有者は●●●●さんです。土地の所在地は●●●●●●番●●、登記簿は

畑、現況は農地以外、面積は●●●㎡となっております。権利を取得した日が令和●年●

●月●●日で、事由は相続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作で

す。農業委員会によるあっせん等の希望は無です。所在地につきましては６頁の図面でご

確認をお願いいたします。

7頁をご覧ください。権利を取得した者が●●●の●●●●さんで旧所有者は●●●●●

さんです。土地の所在地は●●●●●●●●●●●●、登記簿・現況はともに畑、面積は

●，●●●㎡となっております。権利を取得した日が令和●年●●月●●日で、事由は相

続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作です。農業委員会によるあっ

せん等の希望は無です。所在地につきましては８頁の図面でご確認をお願いいたします。

９頁をご覧ください。権利を取得した者が●●●の●●●●さんで旧所有者は●●●●さ

んです。土地の所在地は●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●、登記簿・現況はともに畑、面積は●，●●●㎡、●，●●●㎡、●●，●●●

㎡、３筆合計●●，●●●㎡となっております。権利を取得した日が令和●年●●月●●

日で、事由は相続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作です。農業委

員会によるあっせん等の希望は無です。所在地につきましては１０頁の図面でご確認をお

願いいたします。説明は以上となります。

ただいま報告第１号の説明がありましたが何かございますか、なければこの件については

承認といたします。次に報告第２号農地所有適格法人報告書について上程いたします。そ

れでは、説明をお願いします。

清野委員

地域振興課

１１頁をご覧ください。農地所有適格法人報告書について農地法第６条の第１項の規定に

基づき、提出がありましたので報告するものでございます。報告件数は１件で●●●●●

●●●でございます。令和４年度の報告内容につきましては、別途提出されている決算内

容との照合や売上高、農作業への従事など事務局において確認しておりますが、農地所有

適格法人としての要件を満たしていることを申し添え報告とさせていただきます。報告は

以上です。

ただいま報告２号の説明がありましたが、何かございますか、なければこの件については

承認といたします。次に報告第３号農地の賃借料情報の提供について上程いたします。そ

れでは、説明をお願いいたします。



議長

書記

議長

議長

議長

７番　後藤　敏一

議事録署名委員 ３番　板谷　忠弘

４番　清野　治彦

議長

豊田委員 現在の状況踏まえても、買え控え等記載もございましたが、労働力の面でも苦労している

ところでありますので、農協といたしましても横ばいが妥当なところだと考えておりま

す。

ただいま豊田委員からご意見ありました。今年については、昨年との変更なく報告すると

いう内容のものですが、他に意見等なければ、昨年と変更なしで決定いたします。

全ての審議がおわりましたが、各委員から何かございますか。なければ、以上をもって総

会を閉会いたします。

その他、皆さんから何かありますか。なければ、次にその他に入ります。令和５年田

畑売買価格等に関する調査について説明をお願いします。

あくまで基準内の最高額と最低額になります。使用貸借のみで金額が低いものなどを

除外するため、全ての貸借の平均値の最高額が１.７倍、最低額は０.３倍で設定をして

おります。そのため、その基準値内の最高額と最低額を算出しております。

１８頁をご覧ください。令和５年田畑売買価格等に関する調査についてですが、今年の中

田、中畑の売買価格を決めて参りたいということですが、１の調査市町村の耕作目的売買

価格、２の令和４年の農用地区域の中田、中畑価格の変化について、昨年の内容を網掛け

で示しておりますので、令和５年の価格などのご意見をいただき、本総会でご意見を賜り

まして決定していきたいと考えてございます。参考資料として１９頁と２０頁に過去１０

年の売買事例を載せております。また、２１頁に管内の価格の一覧を載せておりますので

参考いただければと存じます。説明は以上です。

ただいまその他の説明がありました。固定資産税の評価額や過去の売買事例、管内の状況

を踏まえて何かご意見ありませんか。

令和５年６月２９日


